
旭医大達第57号 

令和8年6月26日 

 

旭川医科大学における成績評価に対する異議申立てに関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

旭川医科大学長  西 川 祐 司 

 

旭川医科大学における成績評価に対する異議申立てに関する規程の一部を改正する規程（案） 

 

旭川医科大学における成績評価に対する異議申立てに関する規程（令和3年旭医大達第34号）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を同

表左欄（「改正後」欄）のように改正する。 

※下線部分は，改正箇所を示す。 

改正後 現行 

（目的） （目的） 

第1条 この規程は，シラバス等に明示された授業の到達目標と成績

評価の基準等に基づく公正で客観的な成績評価の実施について並び

に学生が成績評価に対する異議申立てをしようとする場合の手続き

及び申立ての取扱い等について必要な事項を定めることにより，教

育の質を維持向上させることを目的とする。 

第1条 この規程は，履修要項等に明示された授業の到達目標と成績

評価の基準等に基づく公正で客観的な成績評価の実施について並び

に学生が成績評価に対する異議申立てをしようとする場合の手続き

及び申立ての取扱い等について必要な事項を定めることにより，教

育の質を維持向上させることを目的とする。 

（成績評価方法の明示等） （成績評価方法の明示等） 

第2条 授業科目担当教員又は授業科目責任教員（以下「授業科目担

当教員等」という。）は，授業の到達目標，成績評価の基準等につ

いて，シラバス等に明示し，学生に説明しなければならない。 

第2条 授業科目担当教員又は授業科目責任教員（以下「授業科目担

当教員等」という。）は，授業の到達目標，成績評価の基準等につ

いて，履修要項等に明示し，学生に説明しなければならない。 

（略） （略） 

（成績評価の異議申立て） （成績評価の異議申立て） 

第5条 学生は，次に掲げる事項に該当する場合は，教務・厚生委員

会に対し自らの成績評価に関する異議申立てをすることができる。

ただし，次項に定める要件をすべて満たした者に限るものとする。 

第5条 学生は，次に掲げる事項に該当する場合は，教務・厚生委員

会に対し自らの成績評価に関する異議申立てをすることができる。

ただし，次項に定める要件をすべて満たした者に限るものとする。 

(1) 成績の誤記入等，明らかに授業科目担当教員等の誤りである (1) 成績の誤記入等，明らかに授業科目担当教員等の誤りである



と思われる場合 と思われる場合 

(2) シラバス等により学生に周知している学習到達目標，成績評

価の基準等から，明らかに逸脱した成績評価と思われる場合 

(2) 履修要項等により学生に周知している学習到達目標，成績評

価の基準等から，明らかに逸脱した成績評価と思われる場合 

（略） （略） 

附 則  

この規程は，令和8年6月26日から施行し，令和8年4月1日から適用

する。 

 

別記様式第1（第5条第3項関係） 別記様式第1（第5条第3項関係） 

別記様式第2（第5条第6項，第7条第2項関係）（略） 別記様式第2（第5条第6項，第7条第2項関係）（略） 

別記様式第3（第8条関係）（略） 別記様式第3（第8条関係）（略） 

 【改正理由】  

 システム導入に伴い所要の改正を行うものである。  

 



 

 

（新） 
 

 

別記様式第１（第５条第３項関係） 

 
成績評価に関する異議申立書 

 

年 月 日 

 

教務・厚生委員会委員長  殿 

 

所   属 

学生証番号 

氏   名 

 

 
 

私は，私の成績評価に関して， 下記のとおり異議申立てを行います。 
 

 

 

記 

 

 

異義申し立てをする事由：該当する事項を選択しチェックしてください。 

 

□ (1) 成績の誤記入等，明らかに授業科目担当教員等の誤りであると思われるため。 

□ (2) シラバス等により学生に周知している学習到達目標及び成績評価の基準等から，明らかに

逸脱した成績評価であると思われるため。 

 
 

 

【注】氏名の記入は， 署名（本人自署）とする。 

  

 

申立の内容及び理由 具体的にわかりやすく説明してください。 



 

 

（旧） 

 

別記様式第１（第５条第３項関係） 

 
成績評価に関する異議申立書 

 

年 月 日 

 

教務・厚生委員会委員長  殿 

 

所   属 

学生証番号 

氏   名 

 

 
 

私は，私の成績評価に関して， 下記のとおり異議申立てを行います。 
 

 

 

記 

 

 

異義申し立てをする事由：該当する事項を選択しチェックしてください。 

 

□ (1) 成績の誤記入等，明らかに授業科目担当教員等の誤りであると思われるため。 

□ (2) 履修要項等により学生に周知している学習到達目標及び成績評価の基準等から，明らかに

逸脱した成績評価であると思われるため。 

 
 

 

【注】氏名の記入は， 署名（本人自署）とする。 

 

 

申立の内容及び理由 具体的にわかりやすく説明してください。 


